
計
量
器
を
取
引
や
証
明
の

た
め
に
使
用
す
る
か
た
は
、
計
量
法
に

よ
り
定
期
検
査
が
必
要
で
す
。
お
近
く

の
会
場
で
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

◆
検
査
対
象
と
な
る
計
量
器

①
商
店
な
ど
で
量
り
売
り
に
使
用
す

る
も
の
　
②
学
校
、
病
院
な
ど
で
記

録
･証
明
に
使
用
す
る
も
の

◆
１
器
当
た
り
の
手
数
料

▼

ば
ね
ば
か
り
500
円
(100
㎏
以
下
) 

▼

電
気
式
は
か
り
１
千
400
円
(100
㎏
以
下
)

▼

分
銅
･お
も
り
１
個
に
つ
き
各
10
円

【
地
区
別
の
検
査
日
時
と
会
場
】

■

寺
内
＝
７
月
２
日
(月)
午
前
10
時
〜
11
時

30
分
、
寺
内
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

将
軍
野
･土
崎
港
(東
)＝
７
月
２
日
(月)

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
、
将
軍

野
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

土
崎
港
(中
央
･相
染
)＝
７
月
３
日
(火)

午
前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分
、
北
部

市
民
Ｓ
Ｃ

■

土
崎
港
(西
･南
･北
)＝
７
月
４
日
(水)
午

前
10
時
〜
午
後
３
時
30
分
、
北
部
市

民
Ｓ
Ｃ

■

金
足
･下
新
城
･上
新
城
＝
７
月
17
日
(火)

午
前
10
時
〜
11
時
30
分
、
下
新
城
交

流
セ
ン
タ
ー

■

飯
島
＝
７
月
17
日
(火)
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
飯
島
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

添
川
･仁
別
･山
内
･旭
川
＝
７
月
18
日

(水)
午
前
10
時
〜
11
時
30
分
、
明
徳
地

区
コ
ミ
セ
ン

■

広
面
･柳
田
･下
北
手
･太
平
＝
７
月
18

日
(水)
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分
、

下
北
手
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

大
住
･仁
井
田
･御
野
場
･御
所
野
･四

ツ
小
屋
･上
北
手
＝
７
月
19
日
(木)
午
前

10
時
〜
午
後
３
時
30
分
、
南
部
市
民

Ｓ
Ｃ

■

公
設
地
方
卸
売
市
場
＝
７
月
20
日
(金)
午

前
９
時
30
分
〜
11
時
30
分
、
同
市
場

■

外
旭
川
＝
７
月
20
日
(金)
午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分
、
外
旭
川
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

下
浜
＝
７
月
23
日
(月)
午
前
10
時
〜
11
時

30
分
、
下
浜
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

勝
平
･向
浜
＝
７
月
23
日
(月)
午
後
１
時
30

分
〜
３
時
30
分
、
勝
平
地
区
コ
ミ
セ
ン

■

新
屋
･浜
田
･豊
岩
＝
７
月
27
日
(金)
午
前

10
時
〜
午
後
３
時
30
分
、
西
部
市
民

Ｓ
Ｃ

■

雄
和
＝
８
月
６
日
(月)
午
前
10
時
〜
午
後

３
時
30
分
、
雄
和
市
民
Ｓ
Ｃ

■

河
辺
＝
８
月
７
日
(火)
午
前
10
時
〜
午
後

３
時
30
分
、
河
辺
市
民
Ｓ
Ｃ

●
問
い
合
わ
せ

秋
田
市
計
量
検
査
所

☎
(８
８
８
)５
６
４
９

試
験
日u

10
月
13
日
(土)
午
後
１
時
30
分

〜
３
時
30
分

会
場u

秋
田
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル
(八
橋
)　

受
験
料u

６
千
100
円

申
し
込
みu

６
月
18
日
(月)
か
ら
市
保
健

所
保
健
総
務
課
(八
橋
)で
配
布
す
る
受

験
願
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
７
月

２
日
(月)
か
ら
13
日
(金)
ま
で
に
同
課
へ

●
問
い
合
わ
せ

保
健
総
務
課
☎
(８
８
３
)１
１
７
０

八
橋
の
市
保
健
所
１
階
に
あ
る
医
療

安
全
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、
専
用
電

話
･面
接
(要
予
約
)に
よ
る
医
療
相
談
に

応
じ
て
い
ま
す
。

■
相
談
専
用
電
話
(８
８
３
)１
２
２
９

平
日
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時

〜
４
時
。
相
談
員
が
不
在
の
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い

こ
ん
な
と
き
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

◆
市
内
の
医
療
機
関
(病
院
や
診
療
所
)

で
受
け
た
治
療
や
説
明
に
関
す
る
疑

問
や
不
安

◆
医
療
機
関
の
医
師
や
看
護
師
な
ど
の

対
応
に
関
す
る
こ
と

◆
無
資
格
者
に
よ
る
医
療
行
為
や
清
潔

保
持
に
関
す
る
こ
と

◆
医
療
安
全
の
相
談
に
対
応
で
き
る
医

療
機
関
や
団
体
の
紹
介

相
談
の
際
は
ご
留
意
く
だ
さ
い

▼

医
療
機
関
と
の
ト
ラ
ブ
ル
は
、
当
事

者
間
で
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
が

原
則
で
す

▼

医
療
機
関
と
の
仲
裁
は
行
い
ま
せ
ん

▼

診
療
行
為
の
是
非
や
、
過
失
の
有
無

の
医
学
的
判
断
は
で
き
ま
せ
ん

▼

現
在
の
症
状
に
関
す
る
診
断
は
で
き

ま
せ
ん

▼

医
療
費
(診
療
報
酬
)の
内
容
に
関
す
る

疑
問
は
、
医
療
機
関
に
お
尋
ね
く
だ

さ
い

●
問
い
合
わ
せ
　

保
健
総
務
課
☎
(８
８
３
)１
１
７
０

犯
罪
に
よ
っ
て
、
不
本
意
に
命
を
絶

た
れ
た
か
た
の
等
身
大
パ
ネ
ル
と
靴
を

展
示
し
ま
す
。

日
時u

６
月
25
日
(月)
･26
日
(火)
、
午
前
10

時
〜
午
後
４
時

会
場u

市
役
所
１
階
市
民
ホ
ー
ル

●
問
い
合
わ
せ
　
(公
社
)秋
田
被
害
者

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
(８
９
３
)５
９
３
５

市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、下記ページをご覧ください。
u公式ホームページ　http://www.city.akita.akita.jp/
u公式ツイッター　https://twitter.com/akitacity
u秋田市役所Facebookページ　https://www.facebook.com/city.akita

市の事業について、詳しくは各課へお問い合わせいただくか、下記ページをご覧ください。
u公式ホームページ　http://www.city.akita.akita.jp/
u公式ツイッター　https://twitter.com/akitacity
u秋田市役所Facebookページ　https://www.facebook.com/city.akita

８

調
理
師
試
験
を
実
施

◆
中
央
市
民
Ｓ
Ｃ
が
市
役
所
本
庁
舎
の

保
守
点
検
の
た
め
７
月
21
日
(土)
に
休

館
し
ま
す
…
子
育
て
交
流
ひ
ろ
ば
も

終
日
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
☎
(８
８
８
)５
６
４
０

計
量
器
の
定
期
検
査
を

実
施
し
ま
す

医
療
安
全
支
援
セ
ン
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

市
役
所
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
文
中
｢Ｓ
Ｃ
｣は
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
略

生
命
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
展
を

開
催
し
ま
す



介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

「
認
定
証
｣を
提
示
す
る
と
、
｢特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
｣｢介
護
老
人
保
健
施

設
｣｢介
護
療
養
型
医
療
施
設
｣｢短
期
入

所
生
活
介
護
施
設
｣｢短
期
入
所
療
養
介

護
施
設
｣｢介
護
医
療
院
｣の
居
住
費
･食

費
の
自
己
負
担
額
が
、
上
表
の
と
お
り

軽
減
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
短
期
入
所
は
｢介
護
予
防
サ

ー
ビ
ス
｣も
対
象
に
な
り
ま
す
。

申
し
込
み
▼

介
護
保
険
課
に
あ
る
申
請

書
(同
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
入
手
可
)

と
預
貯
金
な
ど
を
確
認
で
き
る
書
類

を
、
同
課
ま
た
は
河
辺
･雄
和
の
各
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
窓
口
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課
認
定
担

当
☎
(８
８
８
)５
６
７
５

社
会
福
祉
法
人
利
用
者
負
担
軽
減
確
認
証

｢確
認
証
｣を
提
示
す
る
と
、
社
会
福

祉
法
人
が
提
供
す
る
在
宅
･施
設
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
者
負
担
額
の
25
％
を
軽
減

し
ま
す
(老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は

50
％
を
軽
減
)。

対
象
▼

次
の
す
べ
て
を
満
た
す
か
た

で
、
収
入
･世
帯
状
況
な
ど
を
勘
案

し
、
生
計
が
困
難
で
あ
る
と
市
が
認
め

た
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

①
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

②
単
身
世
帯
で
年
間
収
入
が
150
万
円
以

下
(世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に

50
万
円
を
加
算
)

③
単
身
世
帯
で
預
貯
金
な
ど
の
額
が
350

万
円
以
下
(世
帯
員
が
１
人
増
え
る

ご
と
に
100
万
円
を
加
算
)

④
日
常
生
活
に
使
う
資
産
以
外
に
活
用

で
き
る
資
産
が
な
い

⑤
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養

さ
れ
て
い
な
い

⑥
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス

(※
＝
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
を
含
む
)

在
宅
サ
ー
ビ
ス
＝
訪
問
介
護
、
通
所
介

護
、
地
域
密
着
型
通
所
介
護
、
短
期
入
所

生
活
介
護
(※
)、
定
期
巡
回
･随
時
対
応

型
訪
問
介
護
看
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問

介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
(※
)、

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
(※
)、
介

護
予
防
･生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

施
設
サ
ー
ビ
ス
＝
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

＊
生
活
保
護
受
給
者
の
場
合
、
在
宅
サ
ー
ビ

ス
の
短
期
入
所
生
活
介
護
(※
)と
施
設
サ

ー
ビ
ス
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
利
用
が

対
象
で
、
居
住
費
(滞
在
費
)の
全
額
を
軽
減

し
ま
す
。

申
し
込
み
▼

介
護
保
険
課
に
あ
る
申
請

書
と
収
入
状
況
等
申
告
書
、
収
入
･資

産
･預
貯
金
･扶
養
状
況
を
確
認
で
き
る

書
類
、
課
税
状
況
調
査
へ
の
同
意
書
(世

帯
全
員
の
同
意
と
押
印
が
必
要
)を
同

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課
企
画
･

給
付
担
当
☎
(８
８
８
)５
６
７
４

介
護
保
険
料
額
(所
得
段
階
)は
、
平

成
30
年
度
の
市
町
村
民
税
の
課
税
状
況

や
合
計
所
得
金
額
な
ど
を
も
と
に
算
定

し
た
も
の
で
す
。

年
間
の
保
険
料
額
は
、
６
月
27
日
(水)

に
発
送
す
る
納
入
通
知
書
で
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

▼

介
護
保
険
料
普
通
徴
収
(金
融
機
関
や

口
座
振
替
で
の
納
付
)の
か
た
は
、
７

月
の
第
１
期
か
ら
３
月
の
第
９
期
ま

で
の
、
年
９
回
で
納
め
て
い
た
だ
き

ま
す

▼

４
月
以
前
か
ら
特
別
徴
収
(年
金
引
き

落
と
し
)の
か
た
や
、
８
月
ま
で
に
特

別
徴
収
に
な
る
か
た
に
は
、
は
が
き

サ
イ
ズ
の
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

▼

平
成
29
年
度
中
に
65
歳
に
な
っ
た
か

た
で
、
一
定
の
条
件
に
該
当
す
る
か

た
は
、
特
別
徴
収
に
変
わ
り
ま
す

▼

５
月
以
降
に
資
格
を
喪
失
し
た
か
た

に
も
納
入
通
知
書
を
お
送
り
し
ま

す
。
平
成
30
年
度
の
保
険
料
を
納
め

る
場
合
や
、
納
付
済
み
の
保
険
料
が

還
付
さ
れ
る
場
合
(別
途
通
知
し
ま
す
)

が
あ
り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ
　
介
護
保
険
課
保
険
料

担
当
☎
(８
８
８
)５
６
７
２

広報あきた　平成30年６月15日号９

＊( )内は特別養護老人ホーム、短期入所生活介護施設の従来型個室の額。
＊第１〜３段階以外のかたは施設が定める額になります(認定証の交付はありません)。
＊第１〜３段階に該当する場合でも、世帯を別にしている配偶者が市民税の課税者であ

る場合や、預貯金などの金額が1,000万円(夫婦の場合は配偶者と合わせて2,000万
円)を超える場合は対象となりません。

■介護保険負担限度額認定証を利用した場合の居住費と食事の上限日額

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
を

軽
減
す
る
｢認
定
証
｣｢確
認

証
｣の
申
請
を

現
在
、
｢認
定
証
｣｢確
認
証
｣を
お

持
ち
の
か
た
は
、
７
月
31
日
(火)
で

期
限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
再
度
申

請
が
必
要
で
す

65
歳
以
上
の
か
た
へ

平
成
30
年
度
分
の
介
護
保

険
料
納
入
通
知
書
を
６
月

27
日
(水)
に
お
送
り
し
ま
す


